
 

 

 

 

期日前投票期間：４月１５日（月）から４月２０日（土） 

 

 

■久留米市に転入される方の場合■ 

届出の日 
投票場所・投票権の有無 

久留米市で投票できます 今回の選挙は投票できません 

平成 31年 1月 13日以前 ○  

平成 31年 1月 14日以降  ○ 

 

 

■久留米市から転出される方の場合■ 

転出（予定）日 
投票場所・投票権の有無 

久留米市で投票できます 今回の選挙は投票できません 

平成 31年 4月 14日以前  ○ 

平成 31年 4月 15日以降 ○（※1）  

※1 転出（予定）日までは期日前投票等ができます。 

 

 

【注意】  

・市議会議員選挙に投票できる場合は、久留米市選挙管理委員会から、平成３１年４月１４日まで 

に 「投票所入場券」を送付する予定です。 

・上の表はあくまで一般的な場合です。短期間での転出・転入や、遡っての転出の届出など、例外

的な場合もありますのでご了承ください。 

 

～引っ越したときの投票は？～ 

【 お問い合わせ先 】 〒８３０－８５２０ 久留米市城南町１５番地３ 

            久留米市選挙管理委員会事務局 電話 ０９４２（３０）９２３８ 

                                  FAX ０９４２（３０）９７５２ 

～久留米市議会議員一般選挙の投票日は４月２１日（日）です ～ 

 

 

久留米市議会議員選挙関係 


